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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体から各種情報を読み出したり或いは記録媒体へ各種情報を書き込む媒体処理装
置を備えた遊技機において、
　遊技が行われる遊技盤と、
　その遊技盤が取着される前面枠部材と、
　その前面枠部材に取着される前面扉板と、
　その前面扉板の厚さ方向に断面矩形状に穿設され前記媒体処理装置が格納される格納部
と、
　その格納部に取着され所定幅を有する平板状に形成される側面視Ｌ字状のホルダプレー
トと、を備え、
　前記格納部は、前記ホルダプレートが載置される底面と、その底面の幅方向両端に立設
する一対の側壁面と、その側壁面に凹設されると共に前記前面扉板の裏面側に向けて開口
するガイド溝とを備え、
　前記ホルダプレートは、一端側の幅方向両端に立設する一対の側面視半円状の突部と、
その突部の内部に固着されるシャフトと、他端側に屈曲形成されると共に前記前面扉板の
裏面に当接可能な突片と、その突片に穿設されると共にネジが挿入される略円形状の通穴
とを備え、前記ネジが前記前面扉板の裏面に螺入され、
　前記媒体処理装置は、コインサイズの記録媒体を処理するものであり、そのコインサイ
ズの記録媒体が挿入される挿入口と、その挿入口から挿入される前記記録媒体が収納され
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る収納部と、側面に突設されると共に前記ガイド溝に遊嵌される一対のガイドピンとを備
え、前記媒体処理装置の前面側が前記一対の突部の間に挿嵌されると共に前記シャフトに
より揺動可能に軸支され、
　前記ガイド溝は、前記前面扉板の裏面側に位置し前記底面と平行に形成される平行部と
、その平行部に連設されると共に前記媒体処理装置の揺動方向に沿って曲折して形成され
る曲折部とを備え、
　一の方向への揺動動作により前記媒体処理装置の前記挿入口を前記前面枠部材の前面側
へ突出させると共に、他の方向への揺動動作により前記格納部に格納され前記媒体処理装
置の前記収納部を前記前面枠部材と平行な状態とすることを特徴とする請求項１記載の遊
技機。
【請求項２】
　遊技に伴う図柄の変動表示を行う図柄表示装置と、遊技に伴う効果音を発生する効果音
発生装置とを備え、
　前記図柄表示装置と効果音発生装置とは、前記記録媒体に記憶された情報の再生装置と
されていることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、パチンコ機やスロットマシンなどの遊技機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、ＣＤやＤＶＤ、フロッピー（登録商標）ディスクといった記憶媒体を利用したパ
チンコ機が盛んに研究開発されている。例えば、記録媒体に広告などの各種情報を記憶さ
せておき、その広告などの各種情報を記録媒体から読み出してパチンコ機のＬＣＤディス
プレイに表示したり、或いは、遊技者が発射した球数や入賞口への入賞個数、大当たりの
発生回数などの遊技履歴を記録媒体に記憶させ、その記録媒体を遊技者が持ち帰りできる
ようにして、遊技者に自分の遊技結果を分析できるようにしたものがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、パチンコ機は、空きスペースが非常に限られているので、新たに媒体処
理装置の設置場所を確保することは設計上非常に困難であるという問題点があった。また
、遊技者にとって記録媒体の交換が容易な位置に媒体処理装置を設置するためには、遊技
機本体の大型化が避けられず、コストアップや、外観が損なわれる等の問題点があった。
【０００４】
　本発明は上述した問題点を解決するためになされたものであり、本体を大型化すること
なく媒体処理装置を設置でき、遊技者が容易にディスクを交換することができる遊技機を
提供することを目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、記録媒体から各種情報を読み出し
たり或いは記録媒体へ各種情報を書き込む媒体処理装置を備えており、遊技が行われる遊
技盤と、その遊技盤が取着される前面枠部材と、その前面枠部材に取着される前面扉板と
、その前面扉板の厚さ方向に断面矩形状に穿設され前記媒体処理装置が格納される格納部
と、その格納部に取着され所定幅を有する平板状に形成される側面視Ｌ字状のホルダプレ
ートと、を備え、前記格納部は、前記ホルダプレートが載置される底面と、その底面の幅
方向両端に立設する一対の側壁面と、その側壁面に凹設されると共に前記前面扉板の裏面
側に向けて開口するガイド溝とを備え、前記ホルダプレートは、一端側の幅方向両端に立
設する一対の側面視半円状の突部と、その突部の内部に固着されるシャフトと、他端側に
屈曲形成されると共に前記前面扉板の裏面に当接可能な突片と、その突片に穿設されると
共にネジが挿入される略円形状の通穴とを備え、前記ネジが前記前面扉板の裏面に螺入さ
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れ、前記媒体処理装置は、コインサイズの記録媒体を処理するものであり、そのコインサ
イズの記録媒体が挿入される挿入口と、その挿入口から挿入される前記記録媒体が収納さ
れる収納部と、側面に突設されると共に前記ガイド溝に遊嵌される一対のガイドピンとを
備え、前記媒体処理装置の前面側が前記一対の突部の間に挿嵌されると共に前記シャフト
により揺動可能に軸支され、前記ガイド溝は、前記前面扉板の裏面側に位置し前記底面と
平行に形成される平行部と、その平行部に連設されると共に前記媒体処理装置の揺動方向
に沿って曲折して形成される曲折部とを備え、一の方向への揺動動作により前記媒体処理
装置の前記挿入口を前記前面枠部材の前面側へ突出させると共に、他の方向への揺動動作
により前記格納部に格納され前記媒体処理装置の前記収納部を前記前面枠部材と平行な状
態とする。
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、遊技に伴う図柄の変動表示
を行う図柄表示装置と、遊技に伴う効果音を発生する効果音発生装置とを備え、前記図柄
表示装置と効果音発生装置とは、前記記録媒体に記憶された情報の再生装置とされている
。
【０００６】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の好ましい実施例について、添付図面を参照して説明する。図１は、本発
明の第１実施例におけるパチンコ機１およびカード読取ユニット２４の正面図である。こ
のパチンコ機１は、いわゆる第１種パチンコ機であり、その前面（図１の紙面に対して手
前側）には前面枠２が配設されている。前面枠２は、略矩形額縁上に形成されており、前
面枠２の略中央部には略矩形状の開口２ａが穿設され、かかる開口２ａの内周には金枠３
が周設されている。この金枠３の内側の上方には、２枚のガラス板４ａ，４ｂをそれぞれ
装着可能なガラス扉枠４が開閉可能に配設されており、ガラス扉枠４の後方（図１の紙面
に対して奥側）には遊技盤５が配設されている。
【０００７】
　遊技盤５の前面には略円弧状の外レール６が植立され、その外レール６の内側位置には
円弧状の内レール７が植立されている。この内レール７および外レール６により囲まれた
遊技盤５の前面には、遊技球（打球）が打ち込まれる遊技領域８が形成されており、遊技
領域８の周囲には、遊技球が入賞することにより６個の遊技球が賞球として払い出される
複数の普通入賞口９が配設されている。この複数の普通入賞口９が配設された遊技領域８
の略中央部には、複数種類の識別情報としての図柄などを表示する液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）１０を備えた可変表示装置１１が配設されている。
【０００８】
　この可変表示装置１１の液晶ディスプレイの手前側周囲には、可変表示装置１１の装飾
部材を兼ねたセンターフレーム１１ａが周設されており、このセンターフレーム１１ａに
より液晶ディスプレイの周囲が装飾されている。センターフレーム１１ａの上部中央には
表示装置の一種である７セグメントＬＥＤ１１ｂが配設されている。
【０００９】
　可変表示装置１１の下方には、図柄作動ゲート（第１種始動口）１２が配設されている
。この図柄作動ゲート１２を遊技球が通過することにより、第１種始動口スイッチ（図示
せず）がオンして、可変表示装置１１の変動表示が開始されると共に、６個の遊技球が賞
球として払い出される。また、図柄作動ゲート１２の下方には可変入賞装置１３が配設さ
れている。この可変入賞装置１３は、遊技盤５に取着可能に形成された本体フレーム１３
ａを備えており、その略中央部には２以上の遊技球が同時に通過可能な幅広矩形状の大入
賞口の開口１３ｂが穿設されている。
【００１０】
　この大入賞口の開口１３ｂは、大入賞口の一部を構成しており、可変表示装置１１の変
動後の表示結果が、予め定められた図柄の組み合わせ（大当たり表示）の１つと一致する
場合に、遊技球が入賞しやすいように所定時間（例えば、３０秒間）経過するまで、又は
、所定個数（例えば、１０個）の遊技球が大入賞口の開口１３ｂ内へ入賞するまで、開放
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されるものである。この大入賞口の開口１３ｂの開閉動作が行われ得る状態が、いわゆる
所定の遊技価値の付与された状態（特別遊技状態）である。
【００１１】
　大入賞口の開口１３ｂには、開閉シャッタ１３ｃが配設されている。この開閉シャッタ
１３ｃは、大入賞口の開口１３ｂの形状に合わせて形成されており、大入賞口の開口１３
ｂを開閉するものである。また、本体フレーム１３ａの前面であって、開閉シャッタ１３
ｃの前方にはガード部材１３ｄが配設されている。大入賞口は、これら本体フレーム１３
ａ、開口１３ｂ、開閉シャッタ１３ｃ、ガード部材１３ｄで構成されている。
【００１２】
　可変入賞装置１３の下方であって、上述した遊技領域８の最下方には、いずれの入賞口
にも入賞しなかった遊技球を遊技領域８外へ排出するためのアウトロ１４が形成されてい
る。このアウトロ１４の形成された遊技領域８の前方に配設されるガラス扉枠４の下方に
は、金枠３に開閉可能に取着された前面扉板（腰板）１５が配設されている。この前面扉
板１５の前面には遊技球を貯留し、かつ、遊技球発射装置（図示せず）へ遊技球を供給す
る上皿１６が配設され、その上皿１６の下方であって、前面枠２の下側部分には上皿１６
に貯留しきれなかった遊技球を貯留するための下皿１７が配設されている。これら上皿１
６と下皿１７の間であって、前面扉板１５の左方部には、遊技に伴う効果音などを発生す
るためのスピーカ１８が配設され、また、下皿１７の右側部分には、遊技球を遊技領域８
へ打ち込むために遊技者により操作される操作ハンドル１９が配設されている。この操作
ハンドル１９の内部には、遊技球発射装置の発射モータ（図示せず）を回転させるための
スイッチであるハンドルスイッチ１９ａが内蔵されている。
【００１３】
　上述した上皿１６は、板状に形成された装飾板１６ａを備えており、その装飾板１６ａ
によって前面扉板１５の前面が覆われている。装飾板１６ａの中央には、後述するカード
読取ユニット２４により読み取られたカードの残高金額を表示するために、７セグメント
ＬＥＤにより構成された３桁の残高表示器２０が配設されている。この残高表示器２０の
右側には、後述するカード読取ユニット２４のカード挿入口２５に挿入されたカードを取
り出す場合に押下される返却ボタン２１が配設される一方、残高表示器２０の左側には、
貸球の払い出し（貸出）を開始する際に押下される貸出ボタン２２が配設されている。ま
た、貸出ボタン２２の左側上方には貸出ボタン２２が押下可能か否かを報知する貸出ボタ
ンランプ２３が配設されている。この貸出ボタンランプ２３は、貸出ボタン２２が押下可
能な状態である場合に点灯される一方、貸出ボタン２２が押下不可能な状態である場合に
消灯される。よって、遊技者は、この貸出ボタンランプ２３を視認することにより、貸出
ボタン２２が押下可能であるか否かを判断することができる。さらに、残高表示器２０お
よび返却ボタン２１の右側には、光ディスク駆動装置３１を取着するための空間である格
納部３２が、装飾板１６ａの奥行き方向に向かって矩形状に凹設されている。その格納部
３２には、光ディスク駆動装置３１が揺動可能に配設されるている。また、光ディスク駆
動装置３１の左側上方には、光ディスク駆動装置３１の揺動動作を実行する際に押下され
る揺動ボタン３３が配設されている。これら光ディスク駆動装置３１および揺動ボタン３
３の詳細については、図２を参照しつつ後述する。
【００１４】
　上記のように構成されたパチンコ機１の左側には、正面視長方形状のカード読取ユニッ
ト２４が併設されている。カード読取ユニット２４はカードに記録された残高金額のデー
タを読み取るためのものであり、その上下方向における略中央部分には、金銭と同等の有
価価値を有するカード挿入口２５が縦長に配設されている。このカード挿入口２５の上方
であって、カード読取ユニット２４の上部にはＬＥＤで構成されたカード利用可能ランプ
２６が配設されている。このカード利用可能ランプ２６は、例えば、カード挿入口２５へ
カードが挿入可能である場合に点灯される一方、カード挿入口２５へカードが挿入可能で
ある場合に消灯される。よって、遊技者は、このカード利用可能ランプ２６を視認するこ
とにより、カード読取ユニット２４が使用可能であるか否かを判断することができる。
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【００１５】
　カード挿入口２５とカード利用可能ランプ２６との間部分であって、カード読取ユニッ
ト２４の上側位置には、カードに記録された残高金額のデータに基づいて貸出金額を設定
するための金額設定ボタン２７が配設されており、この金額設定ボタン２７を押下するこ
とにより貸出金額を１００円、２００円、３００円または５００円に設定することができ
る。金額設定ボタン２７の下側には、端数表示ボタン２８が配設されている。この端数表
示ボタン２８は、カードに記録された残高金額が貸出金額の最低額に満たない場合に、そ
の端数を残高表示器２０に表示する際に押下される。例えば、貸出金額の最低額が３００
円に設定されており、２００円の残高金額がある場合、端数表示ボタン２８が押下される
と、残高表示器２０には２００円の残高が表示されるのである。
【００１６】
　また、端数表示ボタン２８の下側には、略三角形状に形成された上下一対の連結台方向
表示ランプ２９が配設されている。この一対の連結台方向表示ランプ２９は、カード読取
ユニット２４が接続されているパチンコ機１の配設（並設）方向を示すためのものであり
、その内部にそれぞれ１つずつＬＥＤが内蔵されている。よって、例えば、カード読取ユ
ニット２４が右側に並設されるパチンコ機１に接続される場合には下側のＬＥＤが点灯さ
れ、カード読取ユニット２４が左側に並設されるパチンコ機（図示せず）に接続される場
合には上側のＬＥＤが点灯される。この連結台方向表示ランプ２９の下側には、ＬＥＤで
構成されたカード挿入中ランプ３０が配設されており、このカード挿入中ランプ３０はカ
ードがカード挿入口２５に挿入されている場合に点灯される一方、カードがカード挿入口
２５に挿入されていない場合に消灯される。
【００１７】
　図２（ａ）は図１のＩＩ－ＩＩ線における部分断面図であり、光ディスク駆動装置３１
が格納部３２に格納された状態を示しており、また、図２（ｂ）は図１のＩＩ－ＩＩ線に
おける部分断面図であり、光ディスク駆動装置３１が格納部３２から突出された状態を示
している。図中の矢印Ｘは、光ディスクカートリッジ３８の挿入方向を示している。なお
、図２（ａ），（ｂ）では、リード線５０の一部の図示を省略している。
【００１８】
　図２（ａ），（ｂ）に示すように、前面扉板１５には断面略矩形状の貫通口１５ａが前
面扉板１５の厚さ方向に穿設されている。この貫通口１５ａは、後述するホルダプレート
３４を載置する底面１５ａ１と、その底面１５ａ１の幅方向（図２（ａ），（ｂ）の紙面
垂直方向）両端に立設する一対の側壁面１５ａ２，１５ａ３（図２（ａ），（ｂ）では側
壁面１５ａ２のみを図示）とを備えている。
【００１９】
　一対の側壁面１５ａ２，１５ａ３は、所定の間隔を隔てて対向しており、その側壁面１
５ａ２，１５ａ３の略中央部には、それぞれガイド溝１５ｃ，１５ｄ（図２（ｂ）ではガ
イド溝１５ｃのみを図示）が曲折して凹設されている。このガイド溝１５ｃ，１５ｄは、
後述する光ディスク駆動装置３１の揺動動作の案内および制限をするためのものであり、
光ディスク駆動装置３１の側面に突設される一対のガイドピン４９がガイド溝１５ｃ，１
５ｄに遊嵌される。
【００２０】
　前面扉板１５の前面（図２（ａ），（ｂ）の左側）には、装飾板１６ａが覆設されてい
る。この装飾板１６ａには、略矩形状の開口部１６ａ１が前面扉板１５の貫通口１５ａと
対応する位置に、貫通口１５ａと対応する形状で穿設されている。これら貫通口１５ａと
開口部１６ａ１とによって、上記の格納部３２は、光ディスク駆動装置３１が取着可能な
空間に構成されている。
【００２１】
　貫通口１５ａの底面１５ａ１には、側面視Ｌ字状のホルダプレート３４が載置されてい
る。このホルダプレート３４は、所定幅を有する平板状に形成されており、その上面側に
配置される光ディスク駆動装置３１を支保しつつ揺動可能に軸支するためのものである。
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このホルダプレート３４の一端側（図２（ａ），（ｂ）の左側）には、そのホルダプレー
ト３４の幅方向（図２（ａ），（ｂ）の紙面垂直方向）両端に立設する一対の側面視半円
状の突部３４ａ，３４ｂ（図２（ａ），（ｂ）では突部３４ｂのみを図示）が突設され、
この突部３４ａ，３４ｂ内部にシャフト３６が固着されている。一対の突部３４ａ，３４
ｂは、所定の間隔を隔てて対向しており、かかる対向面間の間隔は光ディスク駆動装置３
１の幅方向寸法より若干大きくされている。よって、ホルダプレート３４に支保される光
ディスク駆動装置３１は、一対の突部３４ａ，３４ｂの間に挿嵌され、突部３４ａ，３４
ｂに固着されるシャフト３６により揺動可能に軸支されるのである。
【００２２】
　一方、ホルダプレート３４の他端側（図２（ａ），（ｂ）の右側）には、突片３４ｃが
前面扉板１５の裏面と当接するよう略直角に屈曲形成されており、この突片３４ｃには、
略円形状の通穴３４ｃ１が穿設されている。この通穴３４ｃ１には木ねじ等で構成された
ネジ３５が挿入されており、このネジ３５は前面扉板１５の裏面に螺入されている。この
ネジ３５が前面扉板１５へ螺入されることによって、ホルダプレート３４は、光ディスク
駆動装置３１と共に前面扉板１５に固定される。一方、上述の操作の逆を施せば、ホルダ
プレート３４を、光ディスク駆動装置３１と共に前面扉板１５の裏面側（図２（ａ），（
ｂ）の右側）から容易に取り外すことができるのである。
【００２３】
　ホルダプレート３４の上部には、光ディスクカートリッジ３８を挿抜可能な光ディスク
駆動装置３１が揺動可能に軸支されている。光ディスク駆動装置３１に挿抜される光ディ
スクカートリッジ３８は、各種の情報を光ディスク駆動装置３１によって記録及び再生さ
れるものであり、ディスク基板３８ａと、カートリッジ３８ｂと、シャッタ３８ｃとを備
えている。ディスク基板３８ａは、コインサイズの円盤状に形成されており、そのディス
ク基板３８ａの中心には、後述するスピンドルモータ４２によって該ディスク基板３８ａ
を回転可能に固定するための穴が形成されている。
【００２４】
　ディスクカートリッジ３８ｂは、ディスク基板３８ａの外径より若干大きい略正方形の
一面を有する薄型の箱状に形成され、そのディスクカートリッジ３８ｂの内部には、ディ
スク基板３８ａが回転可能に収納されている。また、そのディスクカートリッジ３８ｂの
一面側には、開口（図示せず）が設けられており、その開口はシャッタ３８ｃによって覆
われている。シャッタ３８ｃは、ディスクカートリッジ３８ｂに直線移動可能に取着され
ている。光ディスクカートリッジ３８が光ディスク駆動装置３１内へ挿入されると、シャ
ッタ３８ｃの直線移動によって、カートリッジ３８ｂの開口が開いた状態となる。かかる
開口によって、後述する光ディスク駆動装置３１のヘッド４４とディスク基板３８ａとが
対向した状態となり、光ディスクカートリッジ３８のディスク基板３８ａに対して情報の
記録及び再生が実行可能となる。
【００２５】
　光ディスク駆動装置３１は、挿入口３９ａから光ディスクカートリッジ３８を挿抜して
記録及び再生するためのものであり、主に、シャーシ３９と、イジェクトボタン４０と、
カートリッジホルダ４１と、スピンドルモータ４２と、ヘッド４４と、ヘッド送りモータ
４５と、揺動モータ４７と、制御回路基板４８とを備えている。
【００２６】
　シャーシ３９は、光ディスク駆動装置３１の骨格を成すものであり、略箱型に形成され
ている。図２（ｂ）に示すように、このシャーシ３９の内部に向かって、光ディスクカー
トリッジ３８は、挿入口３９ａからディスク基板３８ａの半径方向（図２（ｂ）の矢印Ｘ
方向）に挿入される。よって、シャーシ３９の奥行き方向（光ディスクカートリッジ３８
の厚さ方向）寸法は、その高さ方向（図２（ａ）の上下方向）寸法および幅方向（図２（
ａ）の紙面垂直方向）寸法に対して小さくされている。即ち、シャーシ３９は、奥行き方
向に薄い箱形に形成されているので、光ディスク駆動装置３１の設置スペースを奥行き方
向に嵩張らせることなく確保することができる。
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【００２７】
　シャーシ３９の上面（図２（ａ），（ｂ）の上側）側には、光ディスクカートリッジ３
８を挿抜するための開口、即ち光ディスク駆動装置３１の挿入口３９ａが開口されている
。この挿入口３９ａの側方であって光ディスク駆動装置３１の上面（図２（ａ），（ｂ）
の上側）には、イジェクトボタン４０が押下可能に突設されている。このイジェクトボタ
ン４０は、光ディスク駆動装置３１に挿入された光ディスクカートリッジ３８を排出する
ためのものであり、このイジェクトボタン４０が押下されると、光ディスクカートリッジ
３８が光ディスク駆動装置３１から反挿入方向（図２（ｂ）の反矢印Ｘ方向）に向けて排
出される。
【００２８】
　また、挿入口３９ａの一側（図２（ｂ）の右側下方）からは、カートリッジホルダ４１
が光ディスクカートリッジ３８の挿入方向（図２（ｂ）の矢印Ｘ方向）へ向けて延設され
ている。このカートリッジホルダ４１は、光ディスクカートリッジ３８のカートリッジ３
８ｂの外形と対応する形状に形成され、挿入口３９ａから挿入された光ディスクカートリ
ッジ３８を所定の方向へ案内するとともに、所定の位置に光ディスクカートリッジ３８を
保持するためのものである。
【００２９】
　挿入口３９ａから挿入された光ディスクカートリッジ３８は、カートリッジホルダ４１
に外接しつつ挿入方向（図２（ｂ）の矢印Ｘ方向）へ向かって移動する。さらに光ディス
クカートリッジ３８が挿入方向に向かって挿入されると、光ディスクカートリッジ３８は
、カートリッジホルダ４１によって所定の位置に位置決めされ、ディスク基板３８ａの中
心の穴が後述するスピンドルモータ４２によって回転可能に固定される。
【００３０】
　カートリッジホルダ４１の側方（図２（ｂ）の左側）には、光ディスクカートリッジ３
８のディスク基板３８ａを回転駆動するためのスピンドルモータ４２がシャーシ３９内部
に配設されている。光ディスクカートリッジ３８におけるスピンドルモータ４２の反対側
には、光ディスクカートリッジ３８のディスク基板３８ａの半径方向と平行にガイドレー
ル４３がシャーシ３９内部に固着され、そのガイドレール４３上には、ディスク基板３８
ａと対向するヘッド４４が、ディスク基板３８ａの半径方向に移動可能に支持されている
。このヘッド４４は、ガイドレール４３の側方に配置されるヘッド送りモータ４５によっ
て回転されるヘッド送りねじ４６を介して、ガイドレール４３に沿ってディスク基板３８
ａの半径方向と平行に移動される。
【００３１】
　一方、シャーシ３９の下方左側（図２（ａ），（ｂ）の下方左側）であって、シャーシ
３９を貫通するシャフト３６の側方には、光ディスク駆動装置３１の揺動動作を行うため
の揺動モータ４７がシャーシ３９内部に固定されている。この揺動モータ４７の回転軸に
は、ピニオンギヤ（図示せず）が取着され、そのピニオンギヤは、シャフト３６に固着さ
れた減速ギヤ（図示せず）と歯合可能に形成されている。
【００３２】
　揺動モータ４７の回転軸の回転は、ピニオンギヤを介して、減速ギヤに伝達される。即
ち、揺動モータ４７の回転軸が回転されると、その回転がピニオンギヤ、減速ギヤの順に
伝達される。ここで、減速ギヤはシャフト３６に固着されており、そのシャフト３６は、
ホルダプレート３４を介して前面扉板１５に固定されている。よって、揺動モータ４７の
回転軸の回転によって、ピニオンギヤが揺動モータ４７と一体となってシャフト３６を揺
動中心として揺動され、その結果、光ディスク駆動装置３１が、揺動モータ４７の回転に
伴って、シャフト３６を揺動中心として揺動されるのである。
【００３３】
　シャーシ３９の両側面（図２（ａ），（ｂ）の奥側および手前側）には、一対のガイド
ピン４９が突設されている。このガイドピン４９は、上述した前面扉板１５の側壁面１５
ａ２，１５ａ３に形成されるガイド溝１５ｃ，１５ｄとに対応する位置に設けられ、これ
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らガイド溝１５ｃ，１５ｄにそれぞれ遊嵌されている。光ディスク駆動装置３１が揺動動
作をする場合には、このガイドピン４９がガイド溝１５ｃ，１５ｄに沿って移動すること
により、光ディスク駆動装置３１の揺動動作が案内および制限されるのである。
【００３４】
　また、シャーシ３９内部には制御回路基板４８が配設され、この制御回路基板４８によ
って、スピンドルモータ４２、ヘッド送りモータ４５、揺動モータ４７および信号の制御
が行われる。制御回路基板４８は、シャーシ３９の後部（図２（ａ），（ｂ）の右側）を
貫通して配置されるリード線５０によって、パチンコ機１の主制御基板（図示せず）や液
晶ディスプレイ１０の表示制御を行う表示用制御基板（図示せず）、スピーカ１８から効
果音を発生させるための効果音制御基板（図示せず）等と接続されている。
【００３５】
　光ディスク駆動装置３１によって読み取られた各種情報は、リード線５０を介して表示
用制御基板や効果音制御基板へ出力され、これら各制御基板により液晶ディスプレイ１０
やスピーカ１８が駆動され、各種情報の表示あるいは効果音の出力が行われる。よって、
光ディスクカートリッジ３８を交換することにより、遊技者が好みの情報（表示や音楽）
あるいは遊技者の自前の情報などを表示、再生することができるのである。また、遊技に
伴う出球状況等の遊技履歴や個人データなどは、パチンコ機１の主制御基板からリード線
５０を介して、光ディスク駆動装置３１の制御回路基板４８へ出力され、光ディスクカー
トリッジ３８の光ディスク基板３８ａに記憶される。よって、遊技者は遊技に関する各種
情報を光ディスクカートリッジ３８に記録して、自宅に持ち帰り、自らの遊技結果を分析
することができるのである。
【００３６】
　なお、光ディスク駆動装置３１による記録または再生動作は、遊技機１に光ディスク駆
動装置３１の記録または再生動作を制御するボタン等を設け、そのボタンを遊技者が操作
することにより記録または再生が実行されるように構成しても良い。また、光ディスクカ
ートリッジ３８が挿入されているか否かを判断する判断手段を設け、判断手段により光デ
ィスクカートリッジ３８が挿入されていると判断された場合に、自動で記録または再生を
実行するように構成しても良い。
【００３７】
　次に、上記のように構成された光ディスク駆動装置３１の揺動動作について説明する。
揺動ボタン３３（図１参照）が押下されると、揺動モータ４７は一の方向への回転を開始
する。その回転によって、図２（ｂ）に示すように、光ディスク駆動装置３１がシャフト
３６を揺動中心として反時計方向に揺動される。かかる揺動によって、光ディスク駆動装
置３１の側面に設けられた一対のガイドピン４９は、ガイド溝１５ｃ，１５ｄに沿って移
動し、そのガイドピン４９がガイド溝の端部（図２（ｂ）の左側）によって係止されると
、ガイドピン４９の移動が制限され、光ディスク駆動装置３１の揺動動作が終了する。
【００３８】
　この揺動動作によって、光ディスク駆動装置３１の上面が前面扉板１５の前面側（図２
（ｂ）の左側）に移動されるので、挿入口３９ａが遊技者に向けて開口される。よって、
挿入口３９ａから光ディスクカートリッジ３８が挿抜可能となるので、遊技者が光ディス
クカートリッジ３８の挿抜作業を容易に行うことができる。
【００３９】
　一方、図２（ｂ）に示す状態から、揺動ボタン３３（図１参照）が再度押下されると、
揺動モータ４７は他の方向への揺動動作を開始する。その揺動動作によって、光ディスク
駆動装置３１がシャフト３６を揺動中心として時計方向に揺動される。この揺動動作によ
って、図２（ａ）に示すように、光ディスク駆動装置３１が格納部３２に格納される。こ
れにより、装飾板１６ａの前面（図２（ａ）の左側）と光ディスク駆動装置３１の前面を
一致させることができるので、光ディスク駆動装置３１を設けることによってパチンコ機
１の外観が損なわれることを防止することができる。
【００４０】
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　また、光ディスク駆動装置３１は前面扉板１５に形成された格納部３２内に配設されて
いるので、前面扉板１５の板厚方向（図２（ａ），（ｂ）の左右方向）寸法分だけ、前面
扉板１５の裏面側から光ディスク駆動装置３１が突出することを防止することができる。
更に、光ディスクカートリッジ３８は、その光ディスク駆動装置３１内に前面扉板１５と
平行な状態で挿入されるので、光ディスク駆動装置３１の薄い方向（奥行き方向、図２（
ａ）の左右方向）が前面扉板１５の板厚方向と一致し、前面扉板１５裏面から光ディスク
駆動装置３１が突出することを抑えることができる。よって、前面扉板１５の裏面側に他
の部材を取り付ける空間が減少することを防止することができるのである。
【００４１】
　以上説明したように、コインサイズの光ディスクカートリッジ３８を用いることにより
、光ディスク駆動装置３１を小型に構成することができるので、遊技機１を大型化するこ
となく、かかる光ディスク駆動装置３１を搭載できるのである。更に、光ディスク駆動装
置３１の設置場所として大きな場所を必要としないので、光ディスクカートリッジ３８の
交換が容易な場所に光ディスク駆動装置３１を設置することができるのである。
【００４２】
　次に、図３を参照して第２実施例について説明する。第１実施例の光ディスク駆動装置
３１が揺動モータ４７によって揺動可能に構成されていたのに対し、第２実施例の光ディ
スク駆動装置５１は、格納部３２に固定されて設置されている。なお、前記した第１実施
例と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【００４３】
　図３に示すように、前面扉板１５の貫通口１５ａの底面１５ａ１には、側面視Ｌ字状の
ホルダプレート５２が載置されている。このホルダプレート５２は、その上面側に配置さ
れる光ディスク駆動装置５１を支保するためのものである。このホルダプレート５２にお
ける底面１５ａ１の反対側幅方向（図３の紙面垂直方向）両端には、側面視半円状の突部
５２ａ，５２ｂ，５２ｃ，５２ｄ（図３では突部５２ｃ，５２ｄのみを図示）が突設され
ている。突部５２ａと５２ｃおよび５２ｂと５２ｄとは、それぞれ所定の間隔を隔てて対
向しており、かかる対向面間の間隔は光ディスク駆動装置３１の幅方向寸法より若干大き
くされている。よって、ホルダプレート５２に支保される光ディスク駆動装置５１は、こ
れらの突部５２ａ，５２ｃおよび５２ｂ，５２ｄの間に挿嵌される。これらの突部５２ａ
～５２ｄには、略円形状の通穴（図示せず）が穿設されており、突部５２ａ～５２ｄの通
穴に挿入されたボルト５３によって、光ディスク駆動装置５１はホルダープレート５２に
固定されるのである。
【００４４】
　一方、ホルダプレート５２の他端側（図３の右側）には、突片５２ｅが前面扉板１５の
裏面と当接するよう略直角に屈曲形成されており、この突片５２ｅには、略円形状の通穴
５２ｅ１が穿設されている。この通穴５２ｅ１には木ねじ等で構成されたネジ３５が挿入
されており、このネジ３５は前面扉板１５の裏面に螺入されている。このネジ３５が前面
扉板１５へ螺入されることによって、ホルダプレート５２は、光ディスク駆動装置５１と
共に前面扉板１５に固定される。一方、上述の操作の逆を施せば、ホルダプレート５２を
、光ディスク駆動装置５１と共に、前面扉板１５の裏面側（図３の右側）から容易に取り
外すことができるのである。
【００４５】
　ホルダプレート５２の上部には、ボルト５３によって光ディスク駆動装置５１が固着さ
れている。光ディスク駆動装置５１は、挿入口５５ａから光ディスクカートリッジ３８を
挿抜して記録及び再生するためのものであり、主に、シャーシ５５と、イジェクトボタン
４０と、カートリッジホルダ４１と、スピンドルモータ４２と、ヘッド４４と、ヘッド送
りモータ４５と、制御回路基板４８とを備えている。光ディスク駆動装置５１の内部構成
については、第１実施例と同一の部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００４６】
　シャーシ５５は光ディスク駆動装置５１の骨格を成すものであり、側面視平行四辺形型
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の箱状に形成されている。光ディスクカートリッジ３８は、図３に示すように、挿入口５
５ａからシャーシ５５の内部に向かって、光ディスクカートリッジ３８のディスク基板３
８ａの直径方向（図３の矢印Ｘ方向）に挿入される。よって、シャーシ５５の奥行き方向
（光ディスクカートリッジ３８の厚さ方向）寸法は、その高さ方向（図３の上下方向）寸
法および幅方向（図３の紙面垂直方向）に対して小さく形成されている。即ち、シャーシ
５５は、光ディスクカートリッジ３８の厚さ方向に薄い箱形に形成されている。
【００４７】
　シャーシ５５の上面側（図３の上側）には、光ディスク駆動装置５１の外部と連通可能
な挿入口５５ａが開口されている。この挿入口５５ａは、上述した光ディスクカートリッ
ジ３８を挿抜するための開口であり、その光ディスクカートリッジ３８が挿抜可能な形状
に形成されている。
【００４８】
　また、挿入口５５ａの一側（図３の上方側）には、遮蔽板５６が開閉可能に配設されて
いる。遮蔽板５６は、光ディスク駆動装置５１の内部と外部との連通を遮断するためのも
のであり、挿入口５５ａの形状に対応した略矩形状に形成されている。遮蔽板５６は、そ
の一側端部がシャーシ５５に回転可能に軸支されつつ、バネ（図示せず）によって挿入口
５５を閉塞する方向に付勢されている。光ディスクカートリッジ３８が挿入口５５ａへ挿
入されると、その挿入に伴い、遮蔽板５６は光ディスクカートリッジ３８によって押動さ
れ、光ディスク駆動装置５１の内部側に回転移動され、光ディスクカートリッジ３８が挿
入可能となる。一方、光ディスクカートリッジ３８が挿入口５５ａから抜脱されると、遮
蔽板５６はバネの付勢力によって図３に示す位置（遮蔽位置）に押し戻され、外部との連
通を遮蔽する。この遮蔽板５６によって、光ディスク駆動装置５１内部へ異物等が侵入す
ることを阻止できるのである。
【００４９】
　このように、光ディスク駆動装置５１は前面扉板１５に形成される格納部３２内に配設
されているので、前面扉板１５の板厚方向（図２（ａ），（ｂ）の左右方向）寸法分だけ
、前面扉板１５の裏面側から光ディスク駆動装置５１が突出することを防止することがで
きるのである。更に、光ディスクカートリッジ３８は、その光ディスク駆動装置５１内に
前面扉板１５と略平行な状態で挿入されるので、光ディスク駆動装置５１の薄い方向（奥
行き方向、図２（ａ）の左右方向）が前面扉板１５の板厚方向と一致し、前面扉板１５裏
面から光ディスク駆動装置５１が突出することを抑えることができる。よって、前面扉板
１５の裏面側に他の部材を取り付ける空間が減少することを防止することができるのであ
る。
【００５０】
　また、光ディスクカートリッジ３８を挿抜するための挿入口５５ａは、前面扉板１５の
前面側に突設されている。よって、光ディスク駆動装置５１は、光ディスクカートリッジ
３８を常に挿抜可能な状態であるため、揺動動作を行うための揺動モータなどを備える必
要がないので、その分だけ製造コストを低減することができるのである。
【００５１】
　次に、図４を参照して第３実施例について説明する。第１，第２実施例では、光ディス
ク駆動装置３１，５１は前面扉板１５に配設されたが、第３実施例では光ディスク駆動装
置６１が上皿１６の内部に配設される場合を説明する。なお、前記した第１実施例と同一
の部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【００５２】
　図４（ａ）は、パチンコ機１０１およびカード読取ユニット２４の部分正面図であり、
（ｂ）は、図４（ａ）のＩＶ－ＩＶ線における部分断面図である。図中の矢印Ｘは、光デ
ィスク６６の挿入方向を示している。なお、図４（ｂ）では、リード線７４の一部の図示
を省略している。
【００５３】
　図４（ａ）に示すように、金枠３に開閉可能に取着される前面扉板１５には、遊技球を
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貯留し、かつ、遊技球発射装置（図示せず）へ遊技球を供給する上皿１６が配設されてい
る。上皿１６の左方には、後述する光ディスク駆動装置６１が配設され、その光ディスク
駆動装置６１の前面には、光ディスク６６が載置されるトレー６５を光ディスク駆動装置
６１から前面側（図４（ａ）の紙面手前側）へ移動させる場合に押下される移動ボタン６
２が配設される一方、移動ボタン６２の左方には、光ディスク６６への書き込み動作が実
行中であるか否かを報知する書込ランプ６３が配設されている。この書込ランプ６３は、
光ディスク６６への書き込み動作が実行中である場合に点灯される一方、光ディスク６６
への書き込み動作が実行されていない場合には消灯される。よって、遊技者は、この書込
ランプ６３を視認することにより、光ディスク６６が光ディスク駆動装置６１から取り出
し可能であるか否かを判断することができるのである。
【００５４】
　これら光ディスク駆動装置６１および移動ボタン６２の詳細について、図４（ｂ）を参
照して説明する。前面扉板１５の前面側（図４（ｂ）の左側）に配設される上皿１６は、
樹脂等で構成され、下方（図４（ｂ）の下側）に向かって凹設された上側部材１６ａ２と
、その上側部材１６ａ２と係合しつつ上側部材１６ａ２を支保する下側部材１６ｂとから
なる。上側部材１６ａ２は、その凹部によって、遊技球を貯留すると共に、遊技発射装置
への遊技球の移動を案内する。
【００５５】
　上側部材１６ａ２の下側には、下側部材１６ｂが配設されている。この下側部材１６ｂ
は、上側部材１６ａ２の側端部と係合され、かかる係合によって、上皿１６の前面部（図
４（ａ）の手前側）、側部（図４（ａ）の左右両端）および底部（図４（ａ）の下側）が
前面扉板１５から突設される。
【００５６】
　下側部材１６ｂの底部（図４（ｂ）の下側）には底板１６ｂ１が水平方向に配設され、
その底板１６ｂ１からはリブ１６ｂ２が上側部材１６ａ２に向かって延出し、更に、後述
する光ディスク駆動装置６１が載置される載置部１６ｂ３が平面状に形成されている。こ
の載置部１６ｂ３の左方には、略矩形状の開口部１６ｂ４が開口されている。この開口部
１６ｂ４は、後述する光ディスク駆動装置６１の前面を遊技者側に向かって配置するため
の開口であり、光ディスク駆動装置６１の外形に対応した形状に形成されている。
【００５７】
　載置部１６ｂ３の上部には、図４（ｂ）に示すように、水平移動可能なトレー６５を有
する光ディスク駆動装置６１が載置され、その光ディスク駆動装置６１はネジ（図示せず
）によって載置部１６ｂ３に固定されている。その光ディスク駆動装置６１は、コインサ
イズの光ディスク６６を記録及び再生するためのものであり、主に、シャーシ６４と、ト
レー６５と、スピンドルモータ６８と、ヘッド７０と、ヘッド送りモータ７１と、制御回
路基板７３とを備えている。
【００５８】
　シャーシ６４は、光ディスク駆動装置６１の骨格を成すものであり、薄型の箱状に形成
されている。そのシャーシ６４の内部には、水平移動可能に形成されたトレー６５が配置
されている。このトレー６５には、円盤状の光ディスク６６が載置され、その光ディスク
６６は、トレー６５の水平移動によって、光ディスク駆動装置６１の所定の位置に運搬さ
れる。図４（ｂ）では、光ディスク駆動装置６１から突出した状態のトレー６５およびそ
のトレー６５に載置された光ディスク６６を２点鎖線を用いて表している。
【００５９】
　トレー６５の一端側（図４（ｂ）の左側）に配設される上述した移動ボタン６２には、
その移動ボタン６２の押下に連動して作動する係止レバー（図示せず）が連結されており
、その係止レバーは、シャーシ６４に形成された凹部に係止されている。一方、トレー６
５の他端側には、トレー６５を光ディスク駆動装置６１から突出する方向に付勢する圧縮
ばね６７が配設されている。この場合、移動ボタン６２が押下されると、シャーシの凹部
への係止レバーの係止が解除される。かかる係止レバーの解除に伴い、トレー６５は、圧
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縮ばね６７の付勢力によって、反矢印Ｘ方向へ水平移動され、光ディスク駆動装置６１か
ら突出された状態（図４（ｂ）の２点鎖線）となる。よって、光ディスク６６をトレー６
５から取り出したり、あるいは、新たに載置したりすることが可能となる。
【００６０】
　一方、トレー６５が、圧縮ばね６７の付勢力に抗しつつ矢印Ｘ方向へ押動されると、係
止レバーがシャーシの凹部へ係止される。かかる係止レバーの係止により、トレー６５が
所定の位置に固定された状態となり、光ディスク６６の記録及び再生を実行することがで
きる。
【００６１】
　トレー６５の略中央部下方には、光ディスク６６を回転可能に固定しつつ回転駆動する
ためのスピンドルモータ６８が配設されている。そのスピンドルモータ６８の側方には、
その光ディスク６６の半径方向と平行にガイドレール６９がシャーシ６４に固着され、そ
のガイドレール６９上には、光ディスク６６と対向するヘッド７０が、光ディスク６６の
半径方向に移動可能に支持されている。このヘッド７０は、ガイドレール６９の側方に配
置されるヘッド送りモータ７１によって回転されるヘッド送りねじ７２を介して、ガイド
レール６９に沿って光ディスク６６の半径方向と平行に移動される。
【００６２】
　また、シャーシ６４内部の右方には、制御回路基板７３が配設され、この制御回路基板
７３によって、スピンドルモータ６８、ヘッド送りモータ７１、および信号の制御が行わ
れる。制御回路基板７３は、シャーシ６４の後部（図４（ｂ）の右側）を貫通して配置さ
れるリード線７４と接続されており、そのリード線７４は、前面扉板１５に貫通形成され
る貫通口７５を介してパチンコ機１０１の制御基板（図示せず）と接続されている。よっ
て、このリード線７４によって、光ディスク駆動装置６１の制御回路基板７３は、パチン
コ機１０１の主制御基板や表示用制御基板、効果音制御基板（図示せず）などと接続され
るのである。
【００６３】
　このように、光ディスク駆動装置６１を上皿１６の上側部材１６ａ２と下側部材１６ｂ
との間に設置することにより、光ディスク駆動装置６１を上皿１６内に配置することがで
きる。よって、他の部材を取り付ける空間が減少することを防止することができるのであ
る。
【００６４】
　また、上皿１６は、遊技中の遊技者が手を自然に差し出した所に位置しており、遊技者
にとって操作し易い位置に配置されている。よって、光ディスク駆動装置６１を、遊技者
と対向して上皿１６内に配設することにより、容易に光ディスク駆動装置６１を操作する
ことできるので、光ディスク駆動装置６１を非常に操作し易すいパチンコ機１０１を提供
できるのである。
【００６５】
　なお、第３実施例において光ディスク駆動装置６１は上皿１６の下側部材１６ｂに形成
された載置部１６ｂ３の上部に直接載置され固定されたが、光ディスク駆動装置６１と載
置部１６ｂ３との間にゴムなどの弾性部材を介し、光ディスク駆動装置６１を固定するこ
とがより好ましい。上皿１６は遊技者による叩打等によって振動することがあるが、弾性
部材によって振動が吸収され、振動に起因する光ディスク駆動装置６１の記録再生動作の
不具合を防止することができるからである。
【００６６】
　次に、図５を参照して第４実施例について説明する。第４実施例ではパチンコ機２０１
に併設されるカード読取ユニット２０２に光ディスク駆動装置８１が配設される場合を説
明する。なお、前記した第１実施例と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省
略する。
【００６７】
　図５（ａ）は、パチンコ機２０１およびカード読取ユニット２０２の部分正面図であり
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、（ｂ）は、図５（ａ）のＶ－Ｖ線における部分断面図である。図中の矢印Ｘは、光ディ
スクカートリッジの挿入方向を示している。なお、図５（ｂ）では、リード線５０の一部
の図示を省略している。
【００６８】
　図５（ａ）に示すように、正面視長方形状のカード読取ユニット２０２の上下方向にお
ける略中央部分には、カード挿入口２５が縦長に配設されている。このカード挿入口２５
の下方には、光ディスク挿入口２０３がカード挿入口２５と同じく縦長に配設されている
。
【００６９】
　その光ディスク挿入口２０３は、光ディスクカートリッジ３８を挿抜するための開口で
あり、光ディスクカートリッジ３８が挿抜可能な形状に形成されている。また、この光デ
ィスク挿入口２０３の下方には、イジェクトボタン２０４が押下可能に突出されている。
このイジェクトボタン２０４は、光ディスクカートリッジ３８を排出する場合に押下され
るものであり、このイジェクトボタン２０４が押下されると、光ディスクカートリッジ３
８が光ディスク挿入口２０３から反挿入方向（図５（ｂ）の反矢印Ｘ方向）に排出される
。
【００７０】
　光ディスク駆動装置８１は、図５（ｂ）に示すように、カード読取ユニット２０２内に
設けられている。光ディスク駆動装置８１は、光ディスクカートリッジ８１を挿入口８２
ａから挿抜して記録及び再生するためのものであり、主に、シャーシ８２と、カートリッ
ジホルダ４１と、スピンドルモータ４２と、ヘッド４４と、ヘッド送りモータ４５と、制
御回路基板４８とを備えている。光ディスク駆動装置８１の内部構成について、第１実施
例と同一の部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００７１】
　光ディスク駆動装置８１に設けられる、光ディスクカートリッジ３８を挿抜するための
挿入口８２ａは、カード読取ユニット２０２に形成される光ディスク挿入口２０３と対応
する位置に配設されている。即ち、挿入口８２ａは、図５（ａ）に示す光ディスク挿入口
２０３と同様に、縦長に配設されているので、光ディスク駆動装置８１は、その横幅（図
５（ｂ）の左右方向）が薄い箱形に形成される。
【００７２】
　このように、光ディスク駆動装置８１の挿入口をカード読取ユニット２０２の形状と同
様に縦長に形成することにより、カード読取ユニット２０２の幅を小さくして、その設置
スペースを小さく維持することができるのである。
【００７３】
　以上、実施例に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施例に何ら限定される物で
はなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推
察できるものである。
【００７４】
　例えば、上記各実施例では、パチンコ機１，１０１，２０１に併設して配設されるユニ
ットとしてカード読取ユニット２４，２０２を用いて説明したが、これに代えて、直接現
金を投入することにより遊技球を貸し出す現金機を用いるようにしても良い。なお、第４
実施例においては、かかる現金機に光ディスク駆動装置８１を収容するようにしても良い
のである。この場合、現金機を薄型に保つため、光ディスク駆動装置８１の挿入口８２ａ
を縦長に配設することが望ましい。
【００７５】
　また、上記各実施例の媒体処理装置としての光ディスク駆動装置３１，５１，６１，８
１は、記録媒体としての光ディスクカートリッジ３８及び光ディスク６６に対して、それ
ぞれ記録及び再生可能に構成された。しかし、光ディスク駆動装置３１，５１，６１，８
１は、必ずしも記録及び再生が可能である必要はなく、記録又は再生のいずれか一方のみ
を可能とするものであっても良いのである。
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【００７６】
　以下に本発明の変形例を示す。請求項１記載の遊技機において、遊技が行われる遊技盤
と、その遊技盤が取着される前面枠部材とを備えており、その前面枠部材には、前記媒体
処理装置の全部または一部が配設されていることを特徴とする遊技機１。
【００７７】
　請求項１記載の遊技機または遊技機１において、前記媒体処理装置は、前記挿入口から
挿入される前記記録媒体が収納される収納部を備え、その収納部は、前記前面枠部材と略
平行に形成されていることを特徴とする遊技機２。媒体処理装置は、記録媒体の収納部が
前面枠部材と略平行になるように配置されている。媒体処理装置は記録媒体の板厚方向が
薄く形成されているので、前面枠部材の空間からその厚さ方向に媒体処理装置が突出する
寸法を減少、あるいは無くすことができる。よって、他の部材を取り付ける空間が減少す
ることを防止できる。
【００７８】
　請求項１記載の遊技機または遊技機２において、前記媒体処理装置は、前記前面枠部材
に揺動可能に取着されており、一の方向への揺動動作により前記媒体処理装置の前記挿入
口を前記前面枠部材の前面側へ突出させると共に、他の方向への揺動動作により前記媒体
処理装置の前記収容部を前記前面枠部材と略平行な状態とする揺動手段を備えていること
を特徴とする遊技機３。揺動手段による一の方向への揺動動作によって、挿入口は前面枠
部材の前面側に突出される。よって、記録媒体の出し入れ操作を容易に行うことができる
という効果がある。また、他の方向への揺動動作によって、挿入口を前面枠部材の内部に
隠すことができるので、挿入口が前面枠部材の前面に突出することによって、当該遊技機
の外観が損なわれることを防止することができる。さらに、媒体処理装置の挿入口を前面
枠部材の前面側に配置する必要がないので、媒体処理装置の収納部を前面枠部材と略平行
な状態にすることができ、他の部材を取り付ける空間が減少することを防止できる。
【００７９】
　請求項１記載の遊技機または遊技機３において、遊技球を貯留すると共に、前記前面枠
部材から前面側に突出して設けられる上受皿または下受皿を備えており、前記媒体処理装
置はその上受皿または下受皿の内部に配設されていることを特徴とする遊技機４。媒体処
理装置は、上受皿または下受皿の内部に設置される。上受皿及び下受皿は、遊技者にとっ
て操作し易い位置に配置されているので、この上受皿又は下受皿に媒体処理装置を配設す
ることにより、遊技者による媒体処理装置の操作性を向上させることができる。また、上
受皿および下受皿は樹脂によって形成されており、その内部は中空状であるので、その内
部空間を利用して媒体処理装置を設置することにより、他の部材を取り付けるために必要
な空間を減少させてしまうことがない。
【００８０】
　請求項１記載の遊技機または遊技機４において、前記媒体処理装置は、弾性部材（ゴム
、スポンジ、ばね等）を介して前記上皿または前記下皿の内部に設けられていることを特
徴とする遊技機５。上皿または下皿は遊技者による叩打等によって振動することがある。
弾性部材を介して媒体処理装置を設けることにより、弾性部材により媒体処理装置の振動
が吸収されるので、振動に起因して発生する媒体処理装置の動作の不具合を防止すること
ができる。
【００８１】
　請求項１記載の遊技機において、本体が縦長状に形成されたユニット装置を備えており
、前記媒体処理装置は前記ユニット装置に設けられるとともに、そのユニット装置には、
前記前記媒体処理装置により処理される記録媒体の挿入口が上下方向に細長く形成されて
いることを特徴とする遊技機６。記録媒体の挿入口は上下方向に細長く形成されているの
で、媒体処理装置をユニット装置内に設けても、そのユニット装置の横幅の増大を解消す
ることができる。
【００８２】
　請求項１記載の遊技機または遊技機１から６において、遊技に伴う図柄の変動表示を行
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う図柄表示装置と、遊技に伴う効果音を発生する効果音発生装置とを備え、前記図柄表示
装置と効果音発生装置とは、前記記録媒体に記憶された情報の再生装置とされていること
を特徴とする遊技機７。媒体処理装置によって読み取られる記録媒体の情報の再生に既存
の表示装置及び効果音発生装置を兼用することができるので、再生装置を新たに設ける必
要が無く、コストダウンを図ることができる。
【００８３】
　請求項１記載の遊技機または遊技機１から７において、前記媒体処理装置は、他の部材
に着脱可能に取着されていることを特徴とする遊技機８。媒体処理装置は着脱可能に取着
されるので、遊技場における遊技機の入れ替えの際には、媒体処理装置を遊技機から取り
外して、新たに導入される遊技機に再利用することができる。よって、新たに導入される
遊技機のコストアップを解消することができる。
【００８４】
　請求項１記載の遊技機または遊技機１から８のいずれかにおいて、前記遊技機はパチン
コ機であることを特徴とする遊技機９。中でも、パチンコ機の基本構成としては操作ハン
ドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領
域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条件と
して、表示装置において変動表示されている識別情報が所定時間後に確定停止されるもの
が挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された
可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数
に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む）が付
与されるものが挙げられる。
【００８５】
　請求項１記載の遊技機または遊技機１から８のいずれかにおいて、前記遊技機はスロッ
トマシンであることを特徴とする遊技機１０。中でも、スロットマシンの基本構成として
は、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する可
変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して、或いは、所
定時間経過することにより、識別情報の変動が停止され、その停止時の確定識別情報が特
定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別
遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が
代表例として挙げられる。
【００８６】
　請求項１記載の遊技機または遊技機１から８のいずれかにおいて、前記遊技機はパチン
コ機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機１１。中でも、
融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示
した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバ
ー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタ
ン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の変動が停止さ
れ、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有
利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を使用
すると共に、前記識別情報の変動開始に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の
発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる。
【００８７】
【発明の効果】
　請求項１記載の遊技機によれば、媒体処理装置はコインサイズの記録媒体を処理するも
のであるので、遊技機を大型化することなく、かかる記録媒体処理装置を搭載できるとい
う効果がある。また、記録媒体処理装置の設置場所として大きな場所を必要としないので
、記録媒体の交換が容易な場所に媒体処理装置を設置できるという効果がある。
【００９１】
　請求項２記載の遊技機によれば、請求項１記載の遊技機の奏する効果に加え、媒体処理
装置によって読み取られる記録媒体の情報の再生に既存の表示装置及び効果音発生装置を
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とができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施例におけるパチンコ機およびカード読取ユニットの正面図で
ある。
【図２】　（ａ）は、図１のＩＩ－ＩＩ線における部分断面図であり、光ディスク駆動装
置が格納部に格納された状態を示しており、（ｂ）は、図１のＩＩ－ＩＩ線における部分
断面図であり、光ディスク駆動装置が格納部から突出された状態を示している。
【図３】　図１のＩＩ－ＩＩ線における第２実施例の光ディスク駆動装置の部分断面図で
ある。
【図４】　第３実施例のパチンコ機、カード読取ユニット及び光ディスク駆動装置を示し
た図であり、（ａ）は、パチンコ機およびカード読取ユニットの部分正面図であり、（ｂ
）は、（ａ）のＩＶ－ＩＶ線における部分断面図である。
【図５】　第４実施例のパチンコ機、カード読取ユニット及び光ディスク駆動装置を示し
た図であり、（ａ）は、パチンコ機およびカード読取ユニットの部分正面図であり、（ｂ
）は、（ａ）のＶ－Ｖ線における部分断面図である。
【符号の説明】
１，１０１，２０１　　　パチンコ機
２　　　　　　　　　　　前面枠（前面枠部材）
５　　　　　　　　　　　遊技盤
１０　　　　　　　　　　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ、図柄表示装置）
１５　　　　　　　　　　前面扉板
１５ａ１　　　　　　　　底面
１５ａ２，１５ａ３　　　側壁面
１５ｃ，１５ｄ　　　　　ガイド溝
１６　　　　　　　　　　上皿（上受皿）
１７　　　　　　　　　　下皿（下受皿）
１８　　　　　　　　　　スピーカ（効果音発生装置）
３１，５１，６１，８１　光ディスク駆動装置（媒体処理装置）
３２　　　　　　　　　　格納部
３４　　　　　　　　　　ホルダプレート
３４ａ，３４ｂ　　　　　突部
３４ｃ　　　　　　　　　突片
３４ｃ１　　　　　　　　通穴
３５　　　　　　　　　　ネジ
３６　　　　　　　　　　シャフト
３８　　　　　　　　　　光ディスクカートリッジ（記録媒体）
３９ａ　　　　　　　　　挿入口
４１　　　　　　　　　　カートリッジホルダ（収納部の一部）
４２　　　　　　　　　　スピンドルモータ
４９　　　　　　　　　　ガイドピン
６６　　　　　　　　　　光ディスク（記録媒体）
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